
ダム位置図（堤高１５ｍ以上）

関川水系

信濃川水系

姫川水系

利根川水系

富士川水系

天竜川水系

木曽川水系

矢作川水系

千

曲

川

川

曲

千

川

犀

竜

天

川

木

曽

川

小
渋

川

三

峰

川

諏訪湖

奈
良
井
川

高

瀬
川

犀川

野尻湖

豊丘ダム

裾花ダム

奥裾花ダム

金原ダム

湯川ダム

内村ダム

古谷ダム

余地ダム

北山ダム

小仁熊ダム

水上ダム

横川ダム
箕輪ダム

奈良井ダム

片桐ダム

松川ダム

樽川

夜間瀬川
鳥居川

浅川
角間川

裾花川

土尻川

浦野川

内村川

依

田

川

産川

神川

湯川

斑尾川

麻積川

会田川

蛭川

穂高川

烏川

乳川

金

熊

川

奈

川

農

具

川

女鳥羽川

薄川

田

川

鎖

川

砥

川
宮

川

藤
沢

川

鹿

熊

川抜井

万水川

王滝川

西野川

正沢川

伊那川

阿寺川

黒

川

上川 相木川

小沢川

大田切川

松川

松川

川

川

川

川

川

川

川

川

川

川

阿

智

小
川

遠

山

上

村

矢 作

売
木

和

知
野

上村

釜
無

芦 部

川
石
大

鮎
川

百
々
川

馬坂川

関川

川

川
松

姫

川川

雑
魚

中

津姫川 32.9kmほか

関川 11.6kmほか

千曲川 213.5kmほか

犀 川 157.7kmほか

馬坂川 3.9kmほか

釜無川 31.7kmほか

天竜川 118.4kmほか

矢作川 14.7kmほか

木曽川 96.9kmほか

N

美和ダム
(国土交通省)

戸草ダム
(国土交通省)

小渋ダム
(国土交通省)

大町ダム
(国土交通省)

味噌川ダム
(水資源機構)

牧尾ダム
(水資源機構)

浅川ダム

角間ダム

川

平岡ダム

泰阜ダム

岩倉ダム

三浦ダム
王滝川ダム

常磐ダム

木曽ダム

山口ダム

読書ダム

伊奈川ダ

生坂ダム

平ダム

香坂ダム

水内ダム

笹平ダム
小田切ダム

セバ谷ダム

奈川渡

ダム

高瀬ダム

水殿ダム

稲核ダム

七倉ダム

南相木ダム

・・・・・・計画・建設（国土交通省、長野県）

・・・・・・再開発等(国土交通省、長野県）

・・・・・・管理（国土交通省、水資源機構、長野県）

・・・・・・重力式ダム

・・・・・・ロックフィルダム

・・・・・・アーチダム

・・・・・・一級河川（直轄管理区間）

・・・・・・一級河川（県管理区間）

【 凡 例 】

・・・・・・管理（電力会社）

・・・・・・管理（その他）



資料22　市町村別ため池数

（平成29年4月1日現在）

地　域
振興局

市町村名 箇所数
防　災
重　点
ため池

地　域
振興局

市町村名 箇所数
防　災
重　点
ため池

地　域
振興局

市町村名 箇所数
防　災
重　点
ため池

小 諸 市 87 - 飯 田 市 115 - 大 町 市 25 - 

佐 久 市 145 - 松 川 町 12 1 池 田 町 - - 

小 海 町 5 - 高 森 町 12 - 松 川 村 - - 

佐 久 穂町 23 1 阿 南 町 60 2 白 馬 村 1 - 

川 上 村 - - 阿 智 村 4 - 小 谷 村 1 - 

南 牧 村 - - 平 谷 村 - - 小　計 27 - 

南 相 木村 - - 根 羽 村 - - 長 野 市 187 7 

北 相 木村 - - 下 條 村 5 - 須 坂 市 5 - 

軽 井 沢町 4 - 売 木 村 - - 千 曲 市 41 1 

御 代 田町 5 - 天 龍 村 - - 坂 城 町 15 - 

立 科 町 35 1 泰 阜 村 19 - 小 布 施町 - - 

小　計 304 2 喬 木 村 14 - 高 山 村 2 - 

上 田 市 84 16 豊 丘 村 21 - 信 濃 町 20 1 

東 御 市 161 7 大 鹿 村 2 - 飯 綱 町 38 1 

長 和 町 5 - 小　計 264 3 小 川 村 4 - 

青 木 村 4 1 上 松 町 - - 小　計 312 10 

小　計 254 24 南 木 曽町 9 - 中 野 市 24 1 

岡 谷 市 16 - 木 曽 町 5 - 飯 山 市 63 7 

諏 訪 市 6 1 木 祖 村 5 - 山 ノ 内町 9 2 

茅 野 市 17 2 王 滝 村 - - 木 島 平村 - - 

下 諏 訪町 - - 大 桑 村 - - 野沢温泉村 2 - 

富 士 見町 16 - 小　計 19 - 栄 村 14 1 

原 村 9 - 松 本 市 104 10 小　計 112 11 

小　計 64 3 塩 尻 市 54 3 1,756 69 

伊 那 市 47 - 安 曇 野市 6 - 

駒 ヶ 根市 13 - 麻 績 村 43 2 

辰 野 町 12 - 生 坂 村 - - 

箕 輪 町 3 - 山 形 村 5 - 

飯 島 町 7 1 朝 日 村 9 - 

南 箕 輪村 2 - 筑 北 村 63 - 

中 川 村 32 - 小　計 284 15 

宮 田 村 - - 

小　計 116 1 

北ｱﾙﾌﾟｽ

長　野

佐　久

上　田

諏　訪

南信州

木　曽

北　信

　※ 防災重点ため池：堤高15ｍ以上又は貯水量10万ｍ
3
以上のため池

　　　　　　　　　　 下流に人家や公共施設等が存在し、市町村が指定したため池

上伊那

松　本

合　計



資料 23-1 災害救助法適用状況               （昭和 23 年度～） 

適用年月日 災害の種類 適 用 市 町 村 名 

S24. 9. 1 
水害 

（キテイ台風） 

松本市・上田市（南佐久郡）野沢町・平賀村・内山村・大日方村（北佐久郡）軽

井沢町・伍賀村・志賀村・三井村（更級郡）更級村・上山田町（埴科郡）戸倉町・

杭瀬下村（上高井郡）須坂町・日野村・豊洲村      [2市5町10村］ 

S24.12.29 火災 （上伊那郡）伊那村                      ［1村］ 

S25. 1. 9 火災 （南安曇郡）奥浦村                      ［1村］ 

〃 〃 （南安曇郡）三井奈村                     ［1村］ 

〃 〃 （南安曇郡）四米良村                     ［1村］ 

S25. 1.14 火災 （上伊那郡）伊那村                      ［1村］ 

S25. 3.18 火災 （市町村名不明） 

S25. 5.13 火災 （西筑摩郡）上松町                       ［1町］ 

S25. 6.11 水害（６月豪雨） 
諏訪市（上伊那郡）伊那町・中沢村・南箕輪村・東春江村（下伊那郡）竜江村・

川路村（東筑摩郡）笹賀村              ［1市1町6村］ 

S25. 8. 8 水害 

上田市（埴科郡）屋代町・戸倉町（更級郡）篠ノ井町・稲荷山町・上山田町・更

級村（上高井郡）須坂町・高井村（下高井郡）穂波村・平隠村・夜間瀬村（上水

内郡）柳原村                   ［1市6町6村］ 

S26. 8.25 火災 （東筑摩郡）塩尻町                       ［1町］ 

S28. 4.29 火災 （北安曇郡）陸郷村・広津村                   ［2村］ 

S28. 7.17 水害 

飯田市（下伊那郡）川路村・智里村・浪合村・平谷村・根羽村・下條村・富草村・

大下条村・売木村・泰阜村・千代村・龍江村・神稲村・大鹿村・上村・木沢村・

和田村・平岡村（西筑摩郡）上松町・楢川村・大桑村・読書村・吾妻村・山口村・

新開村・神坂村・木祖村        ［1市1町26村］ 

S28. 9.25 
台風13号による

風水害 

（南安曇郡）北穂高村・有明村（北安曇郡）松川村・常盤村（上水内郡）戸隠村・

水内村                          ［6村］ 

S29. 3. 7 火災 （上伊那郡）赤穂町                       ［1町］ 

S29. 6. 8 火災 （北安曇郡）小谷村                       ［1村］ 

S29. 7.20 火災 （小県郡）青木村                        ［1村］ 

S30.11. 3 火災 （西筑摩郡）開田村                       ［1村］ 

S32. 6.27 水害（梅雨前線） （下伊那郡）川路村・浪合村・阿智村               ［3村］ 

S33. 7.27 水害（台風11号） （南安曇郡）安曇村・三郷村                   ［2村］ 

S33. 9.18 水害（台風12号） 中野市（小県郡）長門町・丸子町（東筑摩郡）麻績村・坂井村［1市2町2村］ 

S34. 7. 6 水害 （北佐久郡）浅間町・本牧町・布施村・浅科村         ［2町2村］ 

S34. 8.14 水害（台風７号） 

松本市・上田市・諏訪市・小諸市・須坂市・中野市・飯山市・茅野市（南佐久郡）

臼田町・野沢町・中込町・佐久町・小海町・南牧村・南相木村・八千穂村・川上

村（北佐久郡）浅間町・軽井沢町・御代田町・立科町・望月町・東村・浅科村・

北御牧村（小県郡）丸子町・東部町・長門町・真田町・青木村・和田村（諏訪郡）

富士見町（上伊那郡）長谷村（東筑摩郡）明科町・四賀村・本城村・坂北村・本

郷村・麻績村・坂井村・生坂村（更級郡）大岡村（上高井郡）東村（下水内郡）

豊田村         ［8市16町20村］ 

34. 9.11 水害（台風14号） 
（南佐久郡）野沢町・中込町（北佐久郡）浅間町・望月町・東村・北御牧村・浅科村                     

［4町3村］ 

S34. 9.26 
水害 

（伊勢湾台風） 

松本市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・伊那市・茅野市・塩尻市（南佐久郡）

臼田町・野沢町・中込町・佐久町・小海町・川上村・南牧村・南相木村・八千穂

村（北佐久郡）浅間町・望月町・立科町・東村・浅科村（小県郡）丸子町（諏訪

郡）下諏訪町・富士見町・原村（上伊那郡）高遠町・辰野町・箕輪町・小野村・

長谷村・南箕輪村（下伊那郡）阿南町・清内路村・阿智村・波合村・平谷村・根

羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・千代村・龍江村・上久堅村・喬木村・

上村・木沢村・遠山村（西筑摩郡）福島町・上松町・楢川村・三岳村・王滝村・

大桑村・読書村・吾妻村・山口村（東筑摩郡）本郷村・洗馬村（南安曇郡）穂高

町（北安曇郡）松川村・白馬村・小谷村（更級郡）大岡村（埴科郡）坂城町・戸

倉町（上高井郡）小布施町・若穂町・東村・高山村                  

［8市22町41村］ 



適用年月日 災害の種類 適 用 市 町 村 名 

S34. 9.26 
水害 

（伊勢湾台風） 

松本市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・伊那市・茅野市・塩尻市（南佐久郡）

臼田町・野沢町・中込町・佐久町・小海町・川上村・南牧村・南相木村・八千穂

村（北佐久郡）浅間町・望月町・立科町・東村・浅科村（小県郡）丸子町（諏訪

郡）下諏訪町・富士見町・原村（上伊那郡）高遠町・辰野町・箕輪町・小野村・

長谷村・南箕輪村（下伊那郡）阿南町・清内路村・阿智村・波合村・平谷村・根

羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・千代村・龍江村・上久堅村・喬木村・

上村・木沢村・遠山村（西筑摩郡）福島町・上松町・楢川村・三岳村・王滝村・

大桑村・読書村・吾妻村・山口村（東筑摩郡）本郷村・洗馬村（南安曇郡）穂高

町（北安曇郡）松川村・白馬村・小谷村（更級郡）大岡村（埴科郡）坂城町・戸

倉町（上高井郡）小布施町・若穂町・東村・高山村   ［8市22町41村］ 

S35. 1.24 火災 （上伊那郡）高遠町                        ［1町］ 

S36. 6.27 梅雨前線豪雨 

飯田市・諏訪市・駒ヶ根市（下伊那郡）高森町・松川町・鼎町・龍江村・清内路村・豊丘

村・上郷村・大鹿村・喬木村・阿智村・南信濃村（上伊那郡）中川村・長谷村・高遠村           

［3市3町11村］ 

S36. 9.16 第２室戸台風 松本市                             ［1市］ 

S37. 7.14 水害 （埴科郡）松代町                         [1町］ 

S38. 1.21 水害 （上伊那郡）箕輪町                        [1町] 

S40. 9.18 台風23・24号 （下伊那郡）南信濃村                       [1村］ 

S41. 6.24 集中豪雨 （西筑摩郡）南木曽村                       [1村］ 

 松代地震 災害救助法に準じた措置 

S42. 7. 9 水害(集中豪雨) 諏訪市                                [1市] 

S43. 8.29 
前線豪雨、 

台風10号 
（下伊那郡）天龍村                        [1村］ 

S44. 8.11 集中豪雨 （南安曇郡）穂高町（北安曇郡）松川村             ［１町１村］ 

〃 〃 大町市                                [1市］ 

S45. 3.18 火災 （北佐久郡）軽井沢町                        [1町］ 

S52. 2.12 豪雨 
飯山市（下高井郡）山ノ内町・木島平村・野沢温泉村（上水内郡）信濃町（下水

内郡）栄村                            [1市２町３村］ 

S56. 1.16 豪雨 飯山市（下水内郡）栄村                        [1市１村］ 

S56. 8.23 
集中豪雨、 

台風15号 
須坂市                                    [1市］ 

S57. 9.13 台風18号 飯山市・更埴市（上水内郡）豊野町                    ［2市1町］ 

S58. 9.28 

 9.29 
台風10号 

長野市・諏訪市・更埴市・飯山市（木曽郡）木曽福島町（南安曇郡）奈川村（上

水内郡）信州新町・豊野町                           ［4市3町1村］ 

S59. 2. 8 

～2.13 
59豪雪 

飯山市・中野市（下水内郡）豊田村・栄村（下高井郡）山ノ内町・木島平村・野

沢温泉村（上水内郡）信濃町（北安曇郡）小谷村       ［2市2町5村］ 

S59. 9.14 長野県西部地震 （木曽郡）王滝村                               [1村］ 

S60. 1.18 60豪雪 （下水内郡）栄村                               [1村］ 

S60. 7.26 
長野市地附山地すべ

り 長野市                                    [1市］ 

H 7. 7.11

～7.12 
梅雨前線豪雨 （北安曇郡）小谷村（上水内郡）豊野町                  [1町１村] 

H18. 1. 7 

 1.12 
平成18年豪雪 

飯山市（北安曇郡）白馬村・小谷村（下高井郡）山ノ内町・木島平村・野沢温

泉村（上水内郡）信濃町（下水内郡）栄村      [1 市 2 町 5 村] 

H18. 7.19 平成18年７月豪雨 岡谷市・諏訪市・下諏訪町                  ［2市1町］ 

H23. 3.12 長野県北部の地震 栄村                           [1 村] 

H24. 2. 1 平成24年大雪災害 飯山市・小谷村・野沢温泉村・信濃町・栄村    [1 市１町 3 村] 

H26. 2.15 平成26年大雪災害 茅野市・軽井沢町・御代田町・富士見町        [1 市 3 町] 

H26. 7. 9 台風8号に伴う大雨 南木曽町                                                [1 町] 

H26. 9.27 御嶽山噴火災害 木曽町、王滝村                                      [1 町 1 村] 

H26.11.22 長野県神城断層地震 白馬村、小谷村、小川村                                  [3 村] 



資料23-2 災害救助法で実施可能な応急救助基準  (平成28年4月28日現在) 

救助の種類 対 象 費用の範囲 費用の限度額 期間 備 考 

避難所設置 現に被害を受け、ま

たは被害を受けるお

それのある者 

避難所の設置・維持 

・管理運営経費(賃

金、消耗器材費、建

物の使用謝金、備品

等の使用謝金・購入

費、燃料費) 

【基本額】 

１人１日当たり 

320円以内 

【加算額】 

○冬期(10月～３月)

加算 

○高齢者等を収容す

る福祉避難所を設置

した場合は当該地域

の通常実費を加算 

災害発生の日

から７日以内 

１ 避難所設置費

には天幕借上、仮

設便所設置費等一

切の経費を含む 

２ 輸送費は別途

計上 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊(焼)・流

失し、居住する住家

がない者で自らの資

金では住宅を得るこ

とができない者 

整地費、建築経費

(建築費・附帯工事

費・老人居宅介護事

業等を利用しやすい

構造及び設備を有す

る施設の整備費・賃

金・輸送費・事務

費)、リース料、集

会所建築費 

【基準面積】 

１戸当たり 

29.7㎡（９坪） 

【基準額】 

2,660,000円以内 

【集会所設置費】 

基準額以外で別途定

める(住宅50戸以上

設置の場合) 

災害発生の日

から20日以内

に着工→ 

供与期間は工

事完了日から

２年以内 

１ 全壊等直接被

害がない場合でも

対象となる場合あ

り 

２ 基準面積及び

基準額は県内総数

を上回らなければ

調整可 

３ 実情により輸

送費別途計上 

炊き出しその

他による食品

の給与 

○避難所に収容され

た者 

○全半壊(焼)・流

失・床上浸水で炊事

のできない者 

 

主食費、副食費、燃

料費、雑費(器機使

用謝金または借上

料、消耗品等購入

費) 

１人１日当たり 

1,110円以内 

災害発生の日

から７日以内 

 

１ 被災者支給分

のみが対象 

２ 輸送費、賃金

は別途計上 

飲料水の供給 現に飲料水(炊事用

水を含む)を得るこ

とができない者 

 

ろ水器等他給水に必

要な機械器具の借上 

・修繕・燃料費、浄

水用の薬品及び資材

費 

当該地域における通

常の実費 

災害発生の日

から７日以内 

輸送費、賃金は別

途計上 

 

被服寝具その

他生活必需品

の給(貸)与 

全半壊(焼)、流失床

上浸水、船舶の遭難

等により被服等生活

必需品を喪失し、直

ちに日常生活を営む

ことが困難な者 

被服・寝具、身のま

わり品、炊事用具、

日用品、光熱材料 

別表の範囲内 

災害発生日により限

度額を区分 

夏期(４～９月) 

冬期(10～３月) 

 

 

災害発生の日

から10日以内 

１ 備蓄物資の価

格は当該地域の時

価による 

２ 現物給付に限

る 

医療 応急的に医療を必要

とするが、災害によ

り医療の途を失った

者 

診察、薬剤または治

療材料、処置・手術

その他の治療 

・施術、病院または

診療所への収容、看

護 

１救護班 

使用した薬剤治療

材料・医療器具修繕

費等の実費 

２病院・診療所 

国民健康保険の診

療報酬の額以内 

３施術者 

当該地域における

協定料金の額以内 

 

災害発生の日

から14日以内 

１ 原則、救護班

が現地により処置 

２ 救護班では治

療困難な重傷患者

等がある場合また

は救護班の到着を

待つことのできな

い急迫している場

合は医療機関で処

置 

３ 患者等の移送

費は別途計上 



 
   

 

救助の種類 対 象 費用の範囲 費用の限度額 期 間 備 考 

助産 災害発生の日以前ま

たは以後７日以内に

分娩した者で災害の

ため助産の途を失っ

た者(死産、流産を

含む) 

分娩の介助、分娩前

後の処置、脱脂綿・

ガーゼその他の衛生

材料 

１救護班 

使用した衛生材料

等の実費 

２助産師 

慣行料金の100分

の80以内の額 

分娩した日か

ら７日以内 

１ 救護班のほか

助産婦・産院・一

般医療機関による

実施も可 

２ 妊婦等の移送

費は別途計上 

災害にかかっ

た者の救出 

○現に生命、身体が

危険な状態にある者 

○生死不明の状態に

ある者 

舟艇その他救出のた

めの機械器具等の借

上費、修繕費及び燃

料費 

当該地域における通

常の実費 

災害発生の日

から３日以内 

１ 明らかに生存

している者を除

き、原則４日以降

は死体の捜索とし

て扱う 

２ 輸送費、賃金

は別途計上 

災害にかかっ

た住宅の応急

修理 

住家が半壊(焼)し、

そのままでは当面の

日常生活を営むこと

のできない者で、自

らの資力により応急

処理をすることがで

きない者 

居室・炊事場・便所

等日常生活に不可欠

な部分の最小限度の

修理費(原材料費・

労務費・材料輸送

費・工事事務費) 

１世帯当たり 

576,000円以内 

災害発生の日

から１ヶ月以

内 

 

学用品の給与 住家の全壊(焼)・流

失、半壊(焼)、床上

浸水により学用品を

喪失・毀損し、就学

上支障のある小学校

児童及び中学校生徒 

(盲・ろう・養護学

校の小学部児童及び

中学部生徒を含む) 

教科書(検定済のも

の)、教材(教育委員

会承認済のもの) 

実費 

 

 

災害発生の日

から１ヶ月以

内 

１ 入進学時の場

合は個々の実情に

応じ給与 

２ 備蓄物資は評

価額 
文房具、通学用品

(運動靴・カバン 

・体育着等) 

小学生１人当たり 

4,300円 

中学生１人当たり 

4,600円 

高校生１人当たり 

5,000円 

災害発生の日

から15日以内 

埋葬 災害の際死亡した者

の埋葬を実施する者

に支給 

棺(付属品を含む) 

埋葬(火葬)料、骨壺 

・骨箱 

１体当たり 

大人(12才以上) 

210,400円以内 

小人(12才未満) 

168,300円以内 

災害発生の日

から10日以内 

風習・宗教等に配

慮する 

死体の捜索 行方不明の状態にあ

り、かつ周囲の事情

により既に死亡して

いると推定される者 

機械器具等の借上

費、修繕費及び燃料

費 

当該地域における通

常の実費 

災害発生の日

から10日以内 

輸送費、賃金は別

途計上 

死体の処理 

 

災害に際し死亡した

者の死体に関する処

理 

洗浄、縫合、消毒等 １体当たり 

3,400円以内 

災害発生の日

から10日以内 

 

１ 原則、検案は

救護班による 

２ 輸送費・賃金

は別途計上 

一時保存 ○既存建物借上 

 通常の実費 

○野外仮設 

 １体当たり 

5,300円以内 

○ドライアイス等購

入費を要する場合は

当該地域の通常実費

を加算 

検案 当該地域の慣行料金

の額以内 

 



救助の種類 対 象 費用の範囲 費用の限度額 期 間 備 考 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関

等に障害物が運び込

まれたため生活に支

障があり、自らの資

力により応急処理を

することができない

者 

除去に必要な機械器

具等の借上賃輸送費

及び賃金 

１世帯当たり 

134,800円以内 

災害発生の日

から10日以内 

限度額は市町村内

の平均額が限度額

内であれば調整

可。市町村相互間

は調整不可 

輸送費 

 

賃金職員等雇

上費 

１被災者の避難 

２飲料水の供給 

３医療及び助産 

４被災者の救出 

５死体の捜索 

６死体の処理 

７救済用物資の整理

配分 

輸送または賃金 当該地域における通

常の実費 

救助の種類ご

との実施が認

められる期間

以内 

 

実費弁償 施行令第10条第１号

から４号までに規定

する者 

 (ア) 被災者の避

難 

(イ) 医療及び助産

における移送 

(ウ) 被災者の救出 

(エ) 飲料水の供給 

(オ) 死体の捜索 

(カ) 死体の処理 

(キ) 救済用物資の

整理、配分及び輸

送 

当該地域における通

常の実費 

救助の実施が

認められる期

間以内 

時間外勤務手当及

び旅費は別に定め

る額 

 

別表 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与のために支出できる費用 

 

１ 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

世帯区分
季別

夏季
（４～９月）

18,400 23,700 34,900 41,800 53,000 7,800 

冬季
（10～３月）

30,400 39,500 55,000 64,300 80,900 11,100

２ 住家の半焼、半壊又は床上浸水により被害を受けた世帯

世帯区分
季別

夏季
（４～９月）

6,000 8,100 12,100 14,700 18,600 2,600 

冬季
（10～３月）

9,800 12,700 18,000 21,400 27,000 3,500 

（単位：円）

４人世帯 ５人世帯
６人以上１人を
増すごとに加算

５人世帯
６人以上１人を
増すごとに加算

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯

（単位：円）
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災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 

 

 

 

 長野県（以下「甲」という。）及び独立行政法人住宅金融支援機構（以下「乙」と

いう。）は、地震、風水害等の災害時における被災した県民の住宅の早期復興を支援

するために、長野県地域防災計画に基づき甲が実施する施策への乙の協力に関して、

次のとおり協定を締結する。 

 

 （情報の交換） 

第１条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援が 

円滑に行われるように次の情報を適時適確に交換する。 

 一 住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する施策及び融資制度 

 二 被害状況、被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望 

 三 第７条に定める連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び  

氏名 

 四 第７条に定める連絡窓口との連絡方法 

 五 その他住宅の早期復興への支援に関し必要な事項 

 

 （住宅相談窓口開設） 

第２条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被 

災した県民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、県民の住 

宅の早期復興を支援するものとする。 

２ 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、必要に応じ、場所の 

確保その他乙から要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。 

 

 （職員の派遣） 

第３条 乙は、前条の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。 

２ 乙は、前条の相談への対応のほか、甲から県民の住宅の早期復興を支援するため 

特に要請を受けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。 

 

 （住宅ローン返済中の県民への支援） 

第４条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの 

支払の猶予や返済期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。 
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 （周知） 

第５条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第２条の「住宅相談窓口」の開設及び 

前条の措置について、被災した県民に対して積極的に周知するものとする。 

２ 甲は、被災地の市町村の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。 

 

 （施策実施上の課題等の調整） 

第６条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する甲の施策

及び乙の災害関連業務の円滑な実施に資するため、甲がこれらの施策を実施するに

当たり発生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応について、あらかじめ調

整を行うものとする。 

 

 （連絡窓口） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口をそれぞれ設置するものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興支援に当たり

必要な事項については、その都度、甲及び乙が充分な協議の上、定めるものとする。 

 

 （適用） 

第９条 この協定は、平成２７年９月４日から適用する。 

２ 長野県知事と住宅金融公庫北関東支店長との間で締結した平成１６年１０月２９

日付け「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」は廃止する。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

   平成２７年９月４日 

 

       甲  長野県         

           長野県知事  阿 部 守 一   

 

 

       乙  独立行政法人住宅金融支援機構 

           理事長    加 藤 利 男   



　　 （H28.04現在）

貸付限度額
貸付
期間

据置期間
償還期間
(据置後)

貸付利子
連　帯
保証人

 (1)生活支援費 　生活再建までの間に必要な生活費用
二人以上 月20万円
単身     月15万円

12月
以内

最終貸付日
から６ケ月
以内

 (2)住宅入居費
　敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために
必要な費用

40万円 ――

 (3)一時生活再建費
　生活を再建のために一時的に必要 かつ日

常生活費で賄うことが困難な費用
60万円 ――

貸付限度額
貸付
期間

据置期間
償還期間
(据置後)

貸付利子
連　帯
保証人

①生業費 生業を営むために必要な経費 460万円 20年

②技能習得費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計
を維持するために必要な経費

技能を習得期間
6月程度　130万円
1年程度　220万円
2年程度　400万円
3年程度　580万円

8年

③技能習得支度費 就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 3年

④住宅改修等費 住宅増改築等、公営住宅譲り受け経費 250万円 7年

⑤住居転宅費
  住居整備費

住居の移転に関する経費
給排水設備等の設置経費

50万円 3年

⑥福祉用具購入費 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年

⑦自動車購入費 障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年

⑧療　養　費
負傷・疾病の療養費（移送経費等付随経費含
む）及び療養期間中の生計費

療養期間
１年未満　170万円
１年超え　230万円

5年

⑨福祉サービス費
介護・障害者サービス等の経費（介護保険料
を含む）及び期間中の生計費

福祉サービス期間
１年未満　170万円
１年超え　230万円

5年

⑩災害援護費 災害を受け臨時に必要な経費 150万円 7年

⑪冠婚葬祭費 冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年

⑫残留邦人年金費
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追
納に必要な経費

513.6万円 10年

⑬その他臨時経費 燃料費、修学旅行・帰省費、年金掛金 50万円 3年

(2)緊急小口資金

貸付限度額
貸付
期間

据置期間
償還期間
(据置後)

貸付利子
連　帯
保証人

10万円 ――
貸付日から
2月以内

12月以内 無利子 不 要

貸付限度額
貸付
期間

据置期間
償還期間
(据置後)

貸付利子
連　帯
保証人

高校月3.5万円以内

高専月6.0万円以内

短大月6.0万円以内

大学月6.5万円以内

　低所得世帯に属する者がやむを得ない理由
により滞納した高等学校の授業料等

滞納月×3.5万円以内

 (2)就学支度費
低所得世帯で高等学校、大学又は高等専門

学校への入学に際し必要な経費
50万円以内

貸付限度額
貸付
期間

据置期間
償還期間
(据置後)

貸付利子
連　帯
保証人

 (1)不動産担保型
　  生 活 資 金

　低所得高齢者世帯に、一定の居住用不動産
を担保に生活資金を貸付る資金

　土地評価額の7割程度
月30万円以内

必　要
(推定相続人)

 (2)要保護世帯向け
 　 不動産担保型
    生活資金

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用
不動産を担保として生活資金を貸し付ける資
金

　不動産評価額の7割程
度
貸付基本額の範囲内(生
活扶助額1.5倍以内)

不要

原則必要

ただし、連帯保
証人無しでも貸
付可能

貸付日（生
活支援費併
用の場合最
終貸付日）
から６ケ月
以内

―――

種　類　／　貸　付　要　件　等

３．教育支援資金　（低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金）

貸付日から

６ケ月以内

(分割送金の
 場合は最終
 貸付日から
 6ケ月以内)

年３％
又は長期プ
ライムレー
トのいずれ
か低い利率

資料24-2　　　　　　　　　　　　　　　生活福祉資金貸付条件等一覧

種　類　／　貸　付　要　件　等

・医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
・会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
・滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより
　支出が増加したとき
・公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
・生活困窮者自立支援法に基づく支援や実施機関及び関係機関から
　の継続的な支援を受けるための経費が必要なとき
・給与等の盗難によって生活費が必要なとき
・その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、
　必要性が高いと認められるとき

１．総合支援資金
　　失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立て直しに継続的な相談支援（就労支援、家計指導等）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付
を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付　（原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けること。）

10年以内

 (1)教育支援費

（特に必要と認める場合に
限り、右の貸付限度額の
1.5倍まで貸付可能）

連帯保証
人
〇有り
　無利子
〇無し
　年1.5%
 (据置
  経過後)

20年以内
卒業後
6月以内

４．不動産担保型生活資金

種　類　／　貸　付　要　件　等

（理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用）

種　類　／　貸　付　要　件　等

連帯保証人

〇有り
無利子

〇無し
年1.5％
（据置期間
　経過後）

契約終了後
3月以内

 無利子

――

２．福祉資金　低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸付
 (1)福　祉　費（日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用）

 原則必要

ただし、連帯保証
人なしでも貸付可

　低所得世帯に属する者が高等学校、大学又
は高等専門学校に就学するのに必要な経費

原則不要

世帯内で
連帯借受
人が必要

借受人
死亡時
又は限
度額に
達する
期間

据置期間
終了時

種　類　／　貸　付　要　件　等



貸 付 の 種 類 据置期間 償  還  期  間 年利率 違約金

事業開始資金 2,830,000 円 4,260,000 円 １    年 ７  年  以  内

事業継続資金 1,420,000 円 1,420,000 円 ６ か 月 ７  年  以  内

加算

自 宅 通 学 18,000 円 18,000 円 18,000 円

自宅外通学 23,000 円 23,000 円 23,000 円

自 宅 通 学 30,000 円 30,000 円 30,000 円

自宅外通学 35,000 円 35,000 円 35,000 円

自 宅 通 学 21,000 円 21,000 円 21,000 円 45,000 円 45,000 円

自宅外通学 22,500 円 22,500 円 22,500 円 51,000 円 51,000 円

自 宅 通 学 32,000 円 32,000 円 32,000 円 53,000 円 53,000 円

自宅外通学 35,000 円 35,000 円 35,000 円 60,000 円 60,000 円

自 宅 通 学 45,000 円 45,000 円

自宅外通学 51,000 円 51,000 円

自 宅 通 学 53,000 円 53,000 円

自宅外通学 60,000 円 60,000 円

自 宅 通 学 45,000 円 45,000 円 45,000 円 45,000 円

自宅外通学 51,000 円 51,000 円 51,000 円 51,000 円

自 宅 通 学 54,000 円 54,000 円 54,000 円 54,000 円

自宅外通学 64,000 円 64,000 円 64,000 円 64,000 円

自 宅 通 学 18,000 円 18,000 円 18,000 円

自宅外通学 23,000 円 23,000 円 23,000 円

自 宅 通 学 45,000 円 45,000 円

自宅外通学 51,000 円 51,000 円

自 宅 通 学 30,000 円 30,000 円 30,000 円

自宅外通学 35,000 円 35,000 円 35,000 円

自 宅 通 学 53,000 円 53,000 円

自宅外通学 60,000 円 60,000 円

自 宅 通 学 31,000 円 31,000 円

自宅外通学 31,000 円 31,000 円

修 業 資 金
各 種 学 校

月 68,000 円
知識技能
習 得 後
１  　年

６  年  以  内

円 円

円 円

公   立 円 円

私   立 円 円

公   立 円 円

私   立 円 円

技能習得資金 月 68,000 円
知識技能
習 得 後
１　　年

20  年  以  内

生 活 資 金 月 103,000 円
貸付期間
満 了 後
６ か 月

   ８年（一      般）
   ５年（医療介護）
   ５年（失      業）
  20年（技能習得）
       　　　　 以  内

医療介護資金 340,000 円
医療期間
満 了 後
６ か 月

５  年  以  内

就職支度資金 被服等 100,000 円 １　　年 ６  年  以  内

住 宅 資 金 1,500,000 円 ６ か 月
 ６ 年 以 内
 ７ 年 以 内（特別）

転 宅 資 金 260,000 円 ６ か 月 ３  年  以  内

結 婚 資 金 300,000 円 ６ か 月 ５  年  以  内

注）　貸付を受けるには、連帯保証人の設定や所得要件等の条件がありますので、詳しくはお住まいの福祉事務所におたずねください。
  　　 また、貸付までにはお時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
 ＊　保証人を立てた場合は無利子、立てない場合は1.5%

資料24-3　長野県母子寡婦福祉資金の貸付内容(平成23年度)

             （特別     480,000 円）          介護     500,000 円

当該学校

卒 業 後

６ か 月

修 学 資 金
（ 一 般 分 ）

貸     付     金     額     の     限     度

（個人）

（個人）

（団体）

（団体）

私   立

一   般

あ

り

な

し

２年
（月額）

３年
（月額）

４年
（月額）

５年
（月額）

高
等
専
門
学
校

短
期
大
学

専

修

学

校

                               学  年  別
学  校  種  別

高   等
国
公
立

専   門

高   等

専   門

私

立

私   立

国公立

私   立

国公立

私   立

国公立

小学校入学      39,500 円 中学校入学      46,100 円

当該学校

卒 業 後

６ か 月自宅通学

高
等
学
校

１年
（月額）

あ

り

就職を希望する高校３年生の自動車
運転免許取得     460,000 円

大

学

国公立

自宅通学

修業施設（高等学校卒業者）

専修学校（一般課程）

 高等学校
 高等専門学校
 専修学校（高等課程）

○高校

○高専
             10年以内
○短大

○大学

○専修

   高専
            10年以内
   専門

   一般     5年以内

90,000自宅通所 自宅外通所 100,000

自宅通学

 短期大学
 大      学
 専修学校（専門課程）

就学支度資金

150,000

150,000

410,000

370,000

580,000

自宅通学

自宅通学

590,000

自宅外通学

自宅外通学

自宅外通学

自宅外通学

160,000

160,000

420,000

380,000

無利子

*無利
子又は

1.5%

*無利
子又は

1.5%

延
　
滞
　
元
　
利
　
金
　
額
　
に
　
対
　
し
　
年
　
１
　
０
　
．
　
７
　
５
　
％

災害等で住宅が全壊等、老朽による増改築・移転
改築および新規取得     2,000,000 円

別に、就職に際し、自動車通勤の必要性が認め
られる者の自動車購入資金      220,000 円

５  年  以  内

自動車運転免許取得     460,000 円
一時的に多額の費用が必要な場合     816,000 円

・生計中心者でない場合又は現に扶養する子のい
  ない寡婦     69,000 円
・技能習得期間中の場合     141,000 円

自宅外通学



資料 24-4 県税の減免等の取扱いに関する一覧表 

平成 26 年 12 月１日現在 

区  分 現   況 参  考  事  項 

個人の県民税

の減免 

○個人県民税については、市町村民税と併

せて徴収されるので、市町村が減免の措

置をした場合においては同様の割合で減

免される。 

（地方税法（以下「法」という。）第45条） 

 

○個人の市町村民税の減免は、法第323条の規定により、

市町村の条例の定めるところにより減免することにな

るが、おおむね次の基準によっている。 

 １ 被害のあった個人について、災害の日以後の納期に

かかる税額を次の割合によって減免する。 

  (1) 死亡した場合    全額 

  (2) 障害者となった場合 10分の９の額 

  (3) 災害により自己所有の住宅または家財について

住宅又は家財の価額の10分の３以上の損害を受け、

かつ合計所得額が1,000万円以下の者には次の割合

による。 

損害程度 

合計 

所得金額 

減 免 割 合 

10分の３以上 

10分の５未満 
10分の５以上 

500万円以下 ２分の１の額 全    額 

750万円以下 ４分の１の額 ２分の１の額 

750万円 超 ８分の１の額 ４分の１の額 

  (4) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害の場合

は、その損失額が平年における当該農作物による収

入額の10分の３以上で、かつ、合計所得金額が1,000

万円以下の者には次の割合による。 

合計所得金額 軽減又は免除の割合 

300万円以下 全    額 

400万円以下 10分の８の額 

550万円以下 10分の６の額 

750万円以下 10分の４の額 

750万円 超 10分の２の額 
 

法人の県民税

の減免 

○震災、風水害、落雷、火災その他これら

に類する災害により甚大な被害を受けた

法人のうち知事において必要があると認

めるものについては、法人の県民税を減

免する。 

（県税条例（以下「条例」という。）第33

条第１項第１号） 

 

法人の事業税

の減免 

○震災、風水害、落雷、火災その他これら

に類する災害により甚大な被害を受けた

法人のうち知事において必要があると認

めるものについては、法人の事業税を減

免する。 

（条例第39条の６の２第１項） 

 



区  分 現   況 参  考  事  項 

個人の事業税

の減免 

○自己の所有する事業用資産並びに自己又

は自己と生計を一にする親族の所有する

住宅又は家財について当該資産価格の２

分の１以上の損害を受けた場合には、次

の基準により、個人の事業税を減免する。 

（条例第39条の７） 

 １ 事業用資産の場合 

  (1) 事業所得が500万円以下のとき･･･

全額 

  (2) 事業所得が500万円を超え750万円

以下のとき･･･10分の５の額 

  (3) 事業所得が750万円を超え1,000万

円以下のとき･･･10分の３の額 

 ２ 住宅又は家財の場合 

  (1) 合計所得金額が500万円以下のと

き･･･10分の５の額 

  (2) 合計所得金額が500万円を超え750

万円以下のとき･･･10分の2.5の額 

  (3) 合計所得金額が750万円を超え

1,000万円以下のとき･･･10分の1.5

の額 

○災害の状況により上記の基準を超えて減

免することができる場合もあること。（条

例第39条の7ただし書） 

○国税の取り扱い 

 所得税 

  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する

法律（昭22年法律第175号） 

第２条 災害により住宅又は家財について甚大な被害

を受けた者で被害を受けた年分の合計所得金額1,000万

円以下で、自己の所有にかかる住宅又は家財につき生じ

た損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の５以上

であるものについて次の区分により軽減し、又は免除す

る。 

 １ 合計所得金額が500万円以下のとき    全     額 

 ２ 合計所得金額が750万円以下のとき    10分の5の額 

 ３ 合計所得金額が750万円を超えるとき 10分の2.5の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

○個人の事業税について、個人事業所得の計算上、被災た

な卸資産、事業用固定資産等の損失の金額は控除する。 

（法第72条の49の12） 

不動産取得税

の減免 

○次に該当する不動産の取得に対しては、

不動産取得税を減免する。 

（条例第40条の15） 

 １ 天災その他の災害により、滅失又は

損壊した不動産に代わるものと認める

不動産の取得 

 ２ 取得した不動産が、その取得の日か

ら１ヶ月以内に天災その他の災害によ

り滅失又は損壊した場合における当該

不動産の取得 

○「代わるものと認める不動産」とは認定によることとな

るが、この認定は次によることとし、減免する額は、滅

失又は損壊した不動産の価格に税率を乗じた額とする。 

 １ 滅失又は損壊した不動産が自己所有のものである

こと。 

 ２ 滅失又は損壊した日から３年以内に取得した不動

産であること。 

 ３ 滅失又は損壊した不動産と被災者の生業等の実態

から判断して代替性が認められる不動産をであるこ

と。したがって、単に宅地には宅地、工場には工場と

いう物理的な代替性のみにとらわれず判定する。 

自動車税の減

免 

○災害により自動車に損害を生じ相当の修

繕を要すると認められるものに対して

は、別に定める基準により自動車税を減

免する。 

（条例第68条） 

○「相当の修繕」の範囲は被害による修繕に要する費用が、

災害直前の当該自動車の価額の15％以上のものをいう。 

○「別に定める基準」については次による。 

 １ 年税率×修繕費／帳簿価格＝減免額 

 ２ 減免予定額が当該自動車の年税率の50％を超える

場合は年税率の50％を限度として減免する。 

○災害を受けた日以後に納期の末日が到来する自動車税

について減免する。 



区  分 現   況 参  考  事  項 

自動車取得税

の減免 

○次に該当する自動車の取得に対しては自

動車取得税を減免する。 

 （条例第53条） 

 １ 災害により滅失し、又は損壊した自

動車に代わるべきものと知事が認める

自動車の取得 

 ２ 取得した自動車がその取得の日から

１月以内に災害により滅失した場合に

おける当該自動車の取得 

○「代わるべきものと認める自動車」とは認定によること

となるが、この認定は次の要件をすべて満たすものと

し、減免する額は、被災自動車の災害直前の価額に税率

を乗じた額とする。 

 １ 被災自動車に係る抹消登録等が災害がやんだ日か

ら３月以内に行われていること。 

 ２ 災害がやんだ日から３月以内に取得した自動車で

あること。 

 ３ 被災自動車の用途と代替自動車の用途が同一であ

ることを原則とするが、被災者の生業又は事業の実態

等から判断して代替性が認められる自動車であるこ

と。 

鉱区税の減免 ○災害により事業の用に供する固定資産に

ついてその価格の10分の５以上の損害を

受けた納税者に対し、知事が定める基準

によって当該年度分の鉱区税を減免す

る。（条例第78条） 

 

固定資産税の

減免 

○天災その他の災害により、著しく価値を

減じた大規模な償却資産のうち、知事に

おいて必要があると認めるものについて

は、その所有者に対して課する固定資産

税を減免する。（条例第97条） 

 

軽油引取税の

減免 

○知事は災害により自己の保有に係る軽油

引取税の課税対象となった軽油につき滅

失その他これに類する損害を受けた軽油

に係る税を減免する。（条例第55条の22） 

 

軽油引取税の

納入義務の免

除 

○特別徴収義務者が徴収した税を失ったこ

とについて、天災その他避けることので

きない理由（震災、風水害、落雷、火災、

爆発物等による破壊等）があるものと認

める場合においては、その状況により還

付し、又は納入の義務を免除する。 

（法第144条の30） 

 

狩猟税の減免 ○震災、風水害、落雷、火災その他これら

に類する災害により、被害を受けた者の

うち、知事において必要があると認める

ものについては、狩猟税を減免する。 

（条例第142条の４第１項） 

 

県税の徴収猶

予 

１ 県税の全税目について、すでに確定し

ている未納税額に対し、１か年間の徴収

猶予と猶予期間中の延滞金を免除する。 

２ 前項の徴収猶予期間は、状況により１

年間延長することができる。（法第15条） 

○納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を

受けたときは、その納税者又は特別徴収義務者の申請に

よって、徴収金を納付し、又は納入することができない

と認められる金額を限度として徴収猶予する。 



区  分 現   況 参  考  事  項 

県税の納期限

の延長 

○納税者又は特別徴収義務者が、災害を受

け申告、申請、請求等の書類の提出（不

服申立てに関するものを除く。）又は納

付、納入に関する期限までに申告等をす

ることができないと認められるときは、

申告等の期限を延長する。（条例第11条） 

 

 



　　からの供給
国有林
県有林

その他民有林

資料24-5　災害復旧用材の調達供給フロー

林務部

中部森林管理局

長野県森林
組合連合会

長野県木材

協同組合連合会 各木材事業体

各森林組合及び
木材センター

供給の要請

供給量の確認

供給の要請

報告

報告

供給量の確認

供給の要請

地域振興局

災害体制整備の指示

被 災 地

木材生産者

供給できる量の確認

報告

報告

供給できる量の確認

供給の要請

報告

長 野 県



資料 25-1 被害農林漁業者等に対する融資制度 

 
     平成２３年１０月１日現在 

資金種類 資金使途 貸付対象者 
利率 

(年利％) 

償還期限

(年) 

貸付限度額 

(万円) 

経
営
資
金 

種苗､肥料､飼料､薬剤、農

機具（購入価格が 12 万円

以下のもの）、家畜、しい

たけほだ木、稚魚、餌料

等の購入資金その他農林

漁業経営に必要な資金 

市町村長

の認定を

受けた被

害農林漁

業者 

特別被害

3.0％以内 

 

一般 

5.5％以内  

～ 

6.5％以内 

3～6 

（4～7） 

一般農業者 

個人      200（ 250） 

法人     2,000（2,000） 

果樹栽培者又は家畜等飼養者 

個人      500（ 600） 

法人     2,500（2,500） 

林業者 

個人      200（ 250） 

法人     2,000（2,000） 

一般漁業者 

個人      200（ 250） 

法人     2,000（2,000） 

事業資金 
災害を受けたため必要と

なった事業運営資金 
被害組合 6.5％以内 3 

単協      2,500(5,000) 

連合会     5,000(7,500) 

注１（ ）内は激甚災害法適用の場合 

注２ 被害農林漁業者は次の基準によって被害認定を受ける。 

   Ａ 被害農業者 

     30（滅 収 量）  以上で、かつ、 10〔50〕（損  失  額）  以上 

     100（平年収穫量）         100〔100〕（平年農業総収入額） 

     樹体被害の場合は 

     30〔50〕（損 失 額） 

     100〔100〕（被害時価格） 以上 

   Ｂ 被害林業及び漁業者 

     10〔50〕（損    失    額） 

     100［100〕（平年林業（漁業）総収入額） 以上、又は 

     50〔70〕（施設損失額） 

     100〔100〕（被害時価格） 以上  〔 〕内は特別被害の場合 

注３ 貸付利率は、上記利率の範囲内で災害の都度別に定められる。 

 



資料25-2　中小企業者等に対する融資制度 産業労働部　

中小企業融資制度資金 （平成26年4月1日現在）

資金名 貸付対象者 資金使途 貸付限度 貸付利率 貸付期間

設備資金
　1億円
（中小企業団体等は
　1億1,000万円）

　7年以内
（自動車5年以内）
（建物等13年以内）

運転資金
　5,000万円
（中小企業団体等は
　6,000万円）

　5年以内

設備資金 　3,000万円
　10年以内
（建物12年以内）

運転資金 　3,000万円 　5年以内

※経営健全化支援資金（災害対策）については、信用保証料（0.44％以下）が別途必要になる場合があ
ります。

年
　1.5%

年
　2.3%

※上記のほか災害の影響を受けた中小企業者を「経営健全化支援資金（特別経営安定対策）」により支
援する場合があります。

経営健全化
支援資金
（災害対策）

災害により被災し、
市町村長の罹災証
明を受けた中小企業
者

経営の安定又は合
理化のための資金を
要する中小企業者

中小企業振
興資金

※中小企業振興資金については、信用保証料（2.20％以下）が別途必要です。


